
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光コネクタアダプタ等のハウジングに挿入することで前記ハウジングと係合するコネク
タ本体と、このコネクタ本体 にスライド移動可能に設けられた可動ハウジングとを
有し、前記ハウジングに対する接続状態で可動ハウジングの引っ張り操作を行うことで、
ハウジングとの係合を解除しつつハウジングから抜き去ることができる光コネクタの、前
記ハウジングからの抜き去り作業に使用する光コネクタ抜去具であって、
　前記光コネクタの可動ハウジングに連結される連結部と、この連結部から延出された操
作部材とを有し、前記ハウジングに挿入、接続された光コネクタの可動ハウジングに連結
部を連結し、前記操作部材を引っ張り操作することで、可動ハウジングを前記コネクタ本
体に対してスライド移動させることができるようになって
　前記連結部
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の外側

おり、
は、前記可動ハウジングの対向する両側に配置される一対の係合片（６）と

、これら係合片（６）を連結するベース部（７）とを有し、ベース部（７）の対向する両
側から伸び出した各係合片（６）の先端間に確保された前記切欠（４）によって不連続に
なっている概略リング状の部材であり、
　この連結部は、内側が、前記可動ハウジングを収容する収容空間（５）になっており、
前記光コネクタの前記ハウジングに対する挿入先端側に対する逆側の後端側から延びる光
ファイバ（１３）を切欠（４）を通過させることで前記収容空間（５）に収容し、この連
結部を前記係合片（６）間を押し広げるようにして弾性変形させ、前記光コネクタの後端
側から前記可動ハウジング外側に装着するとともに、各係合片（６）内面に突出されてい



ことを特徴とする光コネクタ抜去具。
【請求項２】
　

【請求項３】
　前記操作部材は、 該操作部
材の長手方向一端は一方の係合片に連結され、操作部材の長手方向他端は他方の係合片に
連結されており、

いることを特徴とする請求項１又は２記載の光コネクタ抜去具。
【請求項４】
　前記操作部材は、 該操作部材の長手方向一端は
一方の係合片に連結され、操作部材の長手方向他端は他方の係合片に連結されており、前
記連結部からＵ字状に延出されていることを特徴とする請求項１又は２記載の光コネクタ
抜去具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光コネクタアダプタ等のハウジングに挿入、接続した光コネクタの抜き去りに
使用する光コネクタ抜去具に係り、特に、可動ハウジングの引っ張り操作によってハウジ
ングに対する係合を解除しつつハウジングから抜き去ることができる、いわゆるスライド
ロック構造を有する光コネクタの抜き去り作業に用いる光コネクタ抜去具に関する。
【０００２】
【従来の技術】
光コネクタアダプタ等のハウジングに挿入、接続される光コネクタ（光コネクタプラグ）
として、ハウジングに対する係合維持、係合解除を可動ハウジングのスライド移動によっ
て簡単に切り替えることができる、いわゆるスライドロック構造のプッシュオン形締結構
造を適用したものが知られており、代表的なものに、例えば、ＪＩＳ　Ｃ　５９７３に制
定されるＳＣ形光コネクタ（ＳＣ :Single fiber Coupling optical fiber connector）、
ＪＩＳ　Ｃ　５９８２に制定されるＭＰＯ形光コネクタ（ＭＰＯ： Multifiber Push-On）
、ＪＩＳ　Ｃ　５９８３に制定されるＭＵ形光コネクタ（ Miniature-unit Coupling opti
cal fiber con-nector）などがある。
このような光コネクタのスライドロック構造としては、光コネクタを光コネクタアダプタ
等のハウジングに挿入することによって、ハウジング内部の係合爪が光コネクタに係合す
るとともに、光コネクタの外側にスライド移動可能に設けられている可動ハウジング（「
つまみ」、「カップリング」などと称されることもある）によってハウジングとの係合状
態が解除されないようにロックされ、前記可動ハウジングの引っ張り操作によって、ハウ
ジングに対する係合を解除しつつハウジングから簡単に抜き去ることができる構造が広く
採用されている。可動ハウジングの引っ張り操作は、従来、作業者が手指で可動ハウジン
グを直接、引っ張ることが一般的である。
【０００３】
やや詳しくは、前述のようなスライドロック構造が適用された光コネクタ（光コネクタプ
ラグ）は、光コネクタアダプタ等のハウジングに対して押し込むだけでハウジング内部に
係合されるが、さらに、光コネクタに組み込まれたスプリングの付勢力等によって可動ハ
ウジングが光コネクタの先端側（ハウジングへの挿入先端側）に移動されることで、この
可動ハウジングが、ハウジング（詳細には係合爪）と光コネクタとの間の係合解除を規制
（ロック）するようになる。この状態では、光コネクタを引っ張っても（可動ハウジング
以外の箇所の引っ張り）ハウジングと光コネクタとの間の係合が解除されないため、ハウ
ジングに対する光コネクタの不用意な離脱、接続解除が確実に防止され、ハウジングに対
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る突片（６ａ）を可動ハウジング外面に開口されている係合凹所（１４）に挿入すること
で、光コネクタの後端側から可動ハウジングに対して可動ハウジングの引っ張り操作が可
能に連結できるようになっている

前記光コネクタがＭＰＯ形光コネクタであることを特徴とする請求項１記載の光コネク
タ抜去工具。

合成樹脂又は金属によってＵ字状に形成された部材であり、

前記連結部を可動ハウジングに連結した光コネクタから後端側に延出さ
れるようになって

糸又はテープ状の可撓性の線材であり、



する光コネクタの接続状態が安定に維持される。
また、ハウジングに接続されている光コネクタをハウジングから抜き去るには、可動ハウ
ジングを引っ張り操作することで、ハウジングに対する係合を解除しつつ抜き去ることが
できる。可動ハウジングの引っ張り操作すると、まず、ハウジングに対する光コネクタの
係合が維持されたまま、可動ハウジングのみが移動する（光コネクタの後端部側への移動
）。そして、可動ハウジングがハウジングの係合爪を押圧して光コネクタに対する係合を
解除したり、可動ハウジングがハウジングの係合爪の光コネクタに対する係合をロックし
ない位置に到達したところで光コネクタがハウジングとの係合とを解除しつつ離脱方向へ
移動を開始するため、結局、可動ハウジングの引っ張り操作の継続によってハウジングか
ら光コネクタを抜き去ることができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、近年、光コネクタが複数実装される光機器等では、光コネクタの実装密度の高
密度化の要求があるが、しかしながら、前述のような光コネクタを高密度実装した場合、
隣り合う光コネクタ間に作業者の手指が入れにくくなったり、手指を入れることが不可能
になるため、ハウジングに対する光コネクタの接続解除作業が難しくなるといった問題が
あった。また、このことが、光コネクタの実装密度の向上の妨げになるケースも生じてい
た。
【０００５】
本発明は、前記課題に鑑みてなされたもので、光コネクタを高密度実装しても、可動ハウ
ジングの引っ張り操作による、ハウジングに対する光コネクタの抜き去り作業性を確保で
きる光コネクタ抜去具の提供を目的としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明では、光コネクタアダプタ等のハウジングに挿入することで前記ハウジングと係
合するコネクタ本体と、このコネクタ本体 にスライド移動可能に設けられた可動ハ
ウジングとを有し、前記ハウジングに対する接続状態で可動ハウジングの引っ張り操作を
行うことで、ハウジングとの係合を解除しつつハウジングから抜き去ることができる光コ
ネクタの、前記ハウジングからの抜き去り作業に使用する光コネクタ抜去具であって、前
記光コネクタの可動ハウジングに連結される連結部と、この連結部から延出された操作部
材とを有し、前記ハウジングに挿入、接続された光コネクタの可動ハウジングに連結部を
連結し、前記操作部材を引っ張り操作することで、可動ハウジングを前記コネクタ本体に
対してスライド移動させることができるようになって 前記連結部

ことを特徴とする光コネクタ抜去具を提供する。
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の外側

おり、 は、前記可動ハウ
ジングの対向する両側に配置される一対の係合片と、これら係合片を連結するベース部と
を有し、ベース部の対向する両側から伸び出した各係合片の先端間に確保された前記切欠
によって不連続になっている概略リング状の部材であり、この連結部は、内側が、前記可
動ハウジングを収容する収容空間になっており、前記光コネクタの前記ハウジングに対す
る挿入先端側に対する逆側の後端側から延びる光ファイバを切欠を通過させることで前記
収容空間に収容し、この連結部を前記係合片間を押し広げるようにして弾性変形させ、前
記光コネクタの後端側から前記可動ハウジング外側に装着するとともに、各係合片内面に
突出されている突片を可動ハウジング外面に開口されている係合凹所に挿入することで、
光コネクタの後端側から可動ハウジングに対して可動ハウジングの引っ張り操作が可能に
連結できるようになっている
　請求項２に係る発明は、前記光コネクタがＭＰＯ形光コネクタであることを特徴とする
請求項１記載の光コネクタ抜去工具を提供する。
　請求項３に係る発明は、前記操作部材は、合成樹脂又は金属によってＵ字状に形成され
た部材であり、該操作部材の長手方向一端は一方の係合片に連結され、操作部材の長手方
向他端は他方の係合片に連結されており、前記連結部を可動ハウジングに連結した光コネ
クタから後端側に延出されるようになっていることを特徴とする請求項１又は２記載の光
コネクタ抜去具を提供する。



【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
図１は、本発明に係る光コネクタ抜去具１を示す斜視図、図２は光コネクタ抜去具１の連
結部２付近を示す断面図、図３は前記連結部２の形状を示す正面図である。また、図４は
、光コネクタ抜去具１の連結部２を光コネクタ１０（光コネクタプラグ）に連結する作業
を示す図であって、連結前を示す斜視図、図５は連結状態を示す斜視図、図６は連結状態
を示す図であり、（ａ）は側面図、（ｂ）は下面図、図７はハウジング２０（光コネクタ
アダプタ）から光コネクタ１０を抜き去った状態を示す斜視図である。図８は本発明に係
る別態様の光コネクタ抜去具５０を示す斜視図である。
【０００８】
この実施の形態において、光コネクタ１０はＭＰＯ形光コネクタの光コネクタプラグ、ハ
ウジング２０はＭＰＯ形光コネクタの光コネクタアダプタであるが、本発明に係る光コネ
クタやハウジングはこれに限定されず、例えばＳＣ形光コネクタやＭＵ形光コネクタのも
のなど、各種採用可能である。但し、採用可能な光コネクタとしては、スライドロック機
構を構成する可動ハウジングなど、引っ張り操作によってハウジング２０と光コネクタ１
０との係合解除を可能とする（以下、これを「係合解除用」と称する場合がある）可動ハ
ウジングを有するものである。
また、図４等において符号１２はコネクタ付き光ファイバである。このコネクタ付き光フ
ァイバ１２は、光コネクタ１０によって光ファイバ１３先端がコネクタ接続可能に成端さ
れている。
ハウジングとしては、光コネクタアダプタに限定されず、光コネクタレセプタクルや、そ
の他、光コネクタ１０の挿入接続、抜き去りが可能な各種構成のものを採用可能である。
なお、この実施の形態では、ハウジング２０を、以下、光コネクタアダプタと称して説明
する場合がある。
【０００９】
図１～図３において、光コネクタ抜去具１は、光コネクタ１０の可動ハウジング１１（カ
ップリング）に連結される連結部２と、この連結部２に連結された操作部材３とを有して
構成されている。
【００１０】
連結部２は、切欠４によって不連続になっている概略リング状の部材であり、光コネクタ
１０の可動ハウジング１１の外面に装着できる内面形状に形成されている。この連結部２
の内側は、前記可動ハウジング１１を収容する収容空間５になっている。
この実施の形態の連結部２は、具体的には、ここでは合成樹脂による一体成形品であり、
前記可動ハウジング１１の対向する両側に配置される一対の係合片６と、これら係合片６
間を連結するベース部７とを有しており、ベース部７の対向する両側から伸び出した各係
合片６の先端間に前記切欠４が確保されている構造になっている。
なお、連結部２は、合成樹脂製に限定されず、例えば、一枚の金属板の成形によって形成
されたものなど、各種構成が採用可能である。また、後述のように、可動ハウジング１１
に対する装着、連結の際に若干の弾性変形を要する連結部２としては、弾性変形が許容さ
れる素材、構造を採用することは言うまでも無い。
【００１１】
この連結部２を可動ハウジング１１に装着、連結するには、図４等に示すように、コネク
タ付き光ファイバ１２の光ファイバ１３を切欠４を通過させることで収容空間５に収容し
た後、この連結部２を光コネクタ１０の後端側（光コネクタアダプタ２０に対する挿入先
端側に対する逆側）から可動ハウジング１１に押し込むようにして、係合片６間を押し広
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　請求項４に係る発明は、前記操作部材は、糸又はテープ状の可撓性の線材であり、該操
作部材の長手方向一端は一方の係合片に連結され、操作部材の長手方向他端は他方の係合
片に連結されており、前記連結部からＵ字状に延出されていることを特徴とする請求項１
又は２記載の光コネクタ抜去具を提供する。



げるようにして若干弾性変形させつつ可動ハウジング１１外側に装着するとともに、各係
合片６内面に突出されている突片６ａを可動ハウジング１１外面に開口されている係合凹
所１４に挿入すれば良い（図３参照。突片６ａは図２にも記載有り）。これにより、操作
部材３を引っ張り操作すれば、突片６ａを介して引っ張り力が可動ハウジング１１に伝達
されるようになり、可動ハウジング１１の引っ張り操作が可能となる。連結が完了すれば
、図５、図６の状態となる。
【００１２】
このように、連結部２を、光コネクタ１０の後端側から挿入して可動ハウジング１１に、
引っ張り操作可能に連結できる構成の光コネクタ抜去具１であれば、光コネクタ１０が高
密度実装されている場所であっても、抜き去り作業を行う目的の光コネクタ１０に対する
連結を簡単に行える利点がある。また、上述のように、可動ハウジング１１に装着される
概略リング状の連結部２は、小型化が容易であるため、光コネクタ１０が高密度実装され
ている場所での目的の光コネクタ１０に対する装着、連結に有利である。
【００１３】
図１～図７に例示した操作部材３は、例えば金属線等の自己形状を維持できる程度の剛性
を有する線材によって形成されており、その長手方向（線材の長手方向）一端が連結部２
の一方の係合片６に連結され、長手方向（線材の長手方向）他端が連結部２の他方の係合
片６に連結されており、前記連結部２からＵ字状に延出された枠体になっている。また、
このＵ字状の操作部材３は、連結部２を可動ハウジング１１に装着、連結した場合でも、
光コネクタ１０後端から延出されている光ファイバ１３との干渉を容易に回避できる寸法
に形成されている。
また、この操作部材３は、連結部２を可動ハウジング１１に対して光コネクタ１０後端側
から押し込み装着するための操作ハンドル等としても利用できる。また、操作部材３は、
連結部２を可動ハウジング１１に装着、連結することで光コネクタ１０後側へ突出された
状態に支持される。
また、操作部材３に、特に可撓性や柔軟性が要求されない場合は、この操作部材３を、例
えば合成樹脂や金属等によってＵ字状（枠状）のフレームとして形成することも可能であ
り、また、連結部２と一体成形することも可能である。
【００１４】
図８に示す光コネクタ抜去具５０は、剛性を有する操作部材３に代えて、糸やテープ等の
可撓性の線材である操作部材３（説明の便宜上、区別のため、図８中、符号３Ａを付す）
を採用した例である。操作部材３以外の構成は、光コネクタ抜去具１と同じである。可撓
性を有する操作部材３（３Ａ）であれば、この光コネクタ抜去具５０を光コネクタアダプ
タ等のハウジング２０からの抜き出し作業に使用する場合に、コネクタ付き光ファイバ１
２の光ファイバ１３と接触しても光ファイバ１３を傷めないといった利点がある。
【００１５】
この光コネクタ抜去具は、光コネクタアダプタ２０に接続されている光コネクタ１０の可
動ハウジング１１に連結部２を装着、連結し、操作部材３（ある程度の剛性を有するもの
、可撓性を有するもの（操作部材３Ａ）のいずれであってもよい。以下も同じ）を引っ張
ると（引っ張り操作）、可動ハウジング１１を光コネクタ１０の後端側にスライド移動（
光コネクタ１０のコネクタ本体１５に対する相対的なスライド移動）させることができ、
さらに、引っ張り操作を継続することで、光コネクタアダプタ２０に対する光コネクタ１
０（詳細にはコネクタ本体１５）の係合を解除しつつ光コネクタアダプタ２０から光コネ
クタ１０を抜き去ることができる（図７参照）。
前記コネクタ本体１５とは、光コネクタアダプタ等のハウジング２０に挿入され、この挿
入によって、ハウジング２０の係合部が係合される部分を有する部材のことであり、ここ
では、スリーブ状のいわゆるプラグフレームである。
【００１６】
連結部２からＵ字状に延びる操作部材３であれば、Ｕ字の内側に手指を掛けるなどするこ
とで、簡単に引っ張り操作することができる。また、連結部２の一対の係合片６をほぼ均
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等の力で引っ張ることも容易であり、光コネクタ１０を斜めに引っ張って傷めたり、ハウ
ジング２０内に引っ掛かって抜けずらくなるといった不都合が生じにくく、抜き去り作業
性を向上できるといった利点もある。
【００１７】
なお、本発明としては、前記実施の形態に限定されず、例えば、連結部や操作部材の具体
的形状、連結部の可動ハウジングに対する連結のための構造などは、本発明の主旨を逸脱
しない範囲で適宜変更可能であることは言うまでも無い。
【００１８】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明の光コネクタ抜去具によれば、光コネクタの可動ハウジングに
連結部を連結し、操作部材を引っ張り操作することで、ハウジングに接続状態の光コネク
タの抜き去り作業を簡単に行える。連結部は、可動ハウジングに連結可能な構成であれば
良く、小型化が容易であるので、小型化によって、光コネクタが高密度実装された場所で
も光コネクタに対する連結を効率良く行えるようにすることができる。
特に、連結部を、光コネクタの後端側から光コネクタに連結できる構成とした場合は、抜
き去り作業を行う目的の光コネクタの周囲の部材（隣の光コネクタなど）と殆ど干渉する
ことなく、目的の光コネクタに対する連結作業を効率良く行える利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の光コネクタ抜去具を示す斜視図である。
【図２】　図１の光コネクタ抜去具の連結部付近を示す断面図である。
【図３】　図１の光コネクタ抜去具の連結部の形状を示す正面図である。
【図４】　図１の光コネクタ抜去具の連結部を光コネクタに連結する作業を示す図であっ
て、連結前を示す斜視図である。
【図５】　図１の光コネクタ抜去具の連結部を光コネクタに連結した状態を示す斜視図で
ある。
【図６】　図１の光コネクタ抜去具の連結部の光コネクタに対する連結状態を示す図であ
り、（ａ）は側面図、（ｂ）は下面図である。
【図７】　ハウジング（光コネクタアダプタ）から光コネクタ抜き去った状態を示す斜視
図である。
【図８】　本発明に係る別態様の光コネクタ抜去具を示す斜視図である。
【符号の説明】
１…光コネクタ抜去具、２…連結部、３…操作部材、５…収容空間、６…係合片、７…ベ
ース、１０…光コネクタ、１１…可動ハウジング、１５…コネクタ本体、２０…ハウジン
グ（光コネクタアダプタ）、５０…光コネクタ抜去具。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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